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護
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助
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た
め
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宅
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護
支
援
計
画
の
作
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担
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せ
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し
た
の

で
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第
五
十
五
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一
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護
機
関
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び
居
宅
介

護
事
業
所
の
所
在
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変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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七
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二
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申
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同
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定
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よ
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次
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お
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護
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か
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所
在
地
及
び
介
護
予
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防
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で
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五
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る
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八
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活
保
護
法

(

昭
和
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十
五
年
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律
第
百
四
十
四
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第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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成
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百
四
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号
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護
法
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四
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五
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五
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一
項
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規
定
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よ
り
、
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た
め
の
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担
当
さ
せ
る
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を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青 森 県 報平成27年12月７日 月曜日 第4082号3

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

三
戸
郡
南
部

町
大
字
平
字

虚
空
蔵
四
〇

の
三

変
更
後

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

薬
局
石
堂

店

八
戸
市
石
堂

一
丁
目
一
五

の
九

平
成

��

･

��･

�

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

株
式
会
社

ラ
パ
ナ

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
白
山
台

店

八
戸
市
東
白

山
台
二
丁
目

三
五
の
六

��･

�･

�

変
更
前

三
戸
郡
南
部

町
大
字
平
字

虚
空
蔵
四
〇

の
三

変
更
後

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

〃

み
さ
わ
市

民
薬
局

三
沢
市
大
字

三
沢
字
堀
口

一
六
四
の
五

��･

��･
�

変
更
前

弘
前
市
大
字

南
大
町
二
丁

目
二
の
二

弘
前
市
大
字

南
大
町
二
丁

目
二
の
二

変
更
後

株
式
会
社

し
あ
わ
せ

弘
前
市
大
字

早
稲
田
三
丁

目
一
四
の
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

し
あ
わ
せ

介
護

弘
前
市
大
字

早
稲
田
三
丁

目
一
四
の
三

��･

��･

��

変
更
前

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

変
更
後

有
限
会
社

マ
ユ
ミ
ッ

ク
ス

五
所
川
原
市

中
央
一
丁
目

八
七

〃

五
所
川
原

中
央
ヘ
ル

パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

五
所
川
原
市

中
央
一
丁
目

八
七

��･

��･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
南

大
町
二
丁
目
二

の
二

弘
前
市
大
字
南
大

町
二
丁
目
二
の
二

変
更
後

株
式
会
社
し

あ
わ
せ

弘
前
市
大
字
早

稲
田
三
丁
目
一

四
の
三

し
あ
わ
せ
サ

ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
早
稲

田
三
丁
目
一
四
の

三

平
成

��

･

��･

��



( )

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
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森
県
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青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
居

宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保

護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年12月７日 月曜日 第4082号 4

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

山
邊

克
彦

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤
保
内
字
柳
沢
一
五
の
二
五
九

平
成
��

･

��･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
マ
ユ

ミ
ッ
ク
ス

五
所
川
原
市
中
央

一
丁
目
八
七

五
所
川
原
中
央
居

宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

五
所
川
原
市
中
央

一
丁
目
八
七

平
成

��･

��･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

三
戸
郡
南
部

町
大
字
平
字

虚
空
蔵
四
〇

の
三

変
更
後

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

薬
局
石
堂

店

八
戸
市
石
堂

一
丁
目
一
五

の
九

平
成

��･

��･

�

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

株
式
会
社

メ
デ
ィ

セ
ー
ブ

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
内
丸
店

八
戸
市
内
丸

三
丁
目
五
の

三
七
の
一
号

��･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

〃

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
柏
崎
店

八
戸
市
柏
崎

三
丁
目
七
の

一
七

〃

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

株
式
会
社

ラ
パ
ナ

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
白
山
台

店

八
戸
市
東
白

山
台
二
丁
目

三
五
の
六

〃



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

青 森 県 報平成27年12月７日 月曜日 第4082号5

変
更
前

弘
前
市
大
字

南
大
町
二
丁

目
二
の
二

弘
前
市
大
字

南
大
町
二
丁

目
二
の
二

変
更
後

株
式
会
社

し
あ
わ
せ

弘
前
市
大
字

早
稲
田
三
丁

目
一
四
の
三

訪
問
介
護

し
あ
わ
せ

介
護

弘
前
市
大
字

早
稲
田
三
丁

目
一
四
の
三

��

･

��･

��

変
更
前

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

変
更
後

有
限
会
社

マ
ユ
ミ
ッ

ク
ス

五
所
川
原
市

中
央
一
丁
目

八
七

〃

五
所
川
原

中
央
ヘ
ル

パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

五
所
川
原
市

中
央
一
丁
目

八
七

��･

��･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

三
戸
郡
南
部

町
大
字
平
字

虚
空
蔵
四
〇

の
三

変
更
後

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

薬
局
石
堂

店

八
戸
市
石
堂

一
丁
目
一
五

の
九

平
成

��･

��･

�

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

株
式
会
社

メ
デ
ィ

セ
ー
ブ

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
内
丸
店

八
戸
市
内
丸

三
丁
目
五
の

三
七
の
一
号

��･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

〃

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
柏
崎
店

八
戸
市
柏
崎

三
丁
目
七
の

一
七

〃

変
更
前

八
戸
市
一
番

町
二
丁
目
三

の
一
五

変
更
後

株
式
会
社

ラ
パ
ナ

八
戸
市
石
堂

二
丁
目
二
四

の
三
〇

〃

ア
ポ
テ
ッ

ク
白
山
台

店

八
戸
市
東
白

山
台
二
丁
目

三
五
の
六

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

南
大
町
二
丁

目
二
の
二

弘
前
市
大
字

南
大
町
二
丁

目
二
の
二

変
更
後

株
式
会
社

し
あ
わ
せ

弘
前
市
大
字

早
稲
田
三
丁

目
一
四
の
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

し
あ
わ
せ

介
護

弘
前
市
大
字

早
稲
田
三
丁

目
一
四
の
三

��･

��･

��

変
更
前

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

変
更
後

有
限
会
社

マ
ユ
ミ
ッ

ク
ス

五
所
川
原
市

中
央
一
丁
目

八
七

〃

五
所
川
原

中
央
ヘ
ル

パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

五
所
川
原
市

中
央
一
丁
目

八
七

��･

��･

��



( )

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢
例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施

術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年12月７日 月曜日 第4082号 6

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
南

大
町
二
丁
目
二

の
二

弘
前
市
大
字
南
大

町
二
丁
目
二
の
二

変
更
後

株
式
会
社
し

あ
わ
せ

弘
前
市
大
字
早

稲
田
三
丁
目
一

四
の
三

し
あ
わ
せ
サ

ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
早
稲

田
三
丁
目
一
四
の

三

平
成

��

･

��･

��

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

山
邊

克
彦

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤
保
内
字
柳
沢
一
五
の
二
五
九

平
成
��･

��･

��

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

城
西
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
城
西
一
丁
目
八
の
一
七

平
成

��･

�･

��

福
井
整
形
外
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
本
徒
士
町
八
の
三

��･

	･

��

あ
ら
い
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
／

眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
四
丁
目
二
の
八

��･

�･

��

ア
イ
ン
薬
局
つ
く
だ
店

青
森
市
南
佃
二
丁
目
八
の
四

��･

��･

��

ア
イ
ン
薬
局
弘
前
本
町
店

弘
前
市
大
字
本
町
四
八
の
一

〃

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
間
ノ
田
六
四

〃

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
東
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
三
の
九

〃

ア
イ
ン
薬
局
十
和
田
店

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
一
の
一
五

〃

ア
イ
ン
薬
局
野
辺
地
店

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
一
八
の
三

〃

野
辺
地
調
剤
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
九

〃

ア
イ
ン
薬
局
東
通
村
店

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
里
一
の
二
〇

六

〃



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

福
井
整
形
外
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
本
徒
士
町
八
の
三

平
成

��

･

�･

�

あ
ら
い
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
／

眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
四
丁
目
二
の
八

��

･

��･

�

か
な
ざ
わ
調
剤
薬
局

青
森
市
金
沢
一
丁
目
五
の
六

〃

み
ん
な
野
薬
局
佃
店

青
森
市
中
佃
二
丁
目
一
八
の
二
四

��･

��･

�

ア
イ
ン
薬
局
つ
く
だ
店

青
森
市
南
佃
二
丁
目
八
の
四

〃

ア
イ
ン
薬
局
弘
前
本
町
店

弘
前
市
大
字
本
町
四
八
の
一

〃

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
間
ノ
田
六
四

〃

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
東
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
三
の
九

〃

ア
イ
ン
薬
局
十
和
田
店

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
一
の
一
五

〃

ア
イ
ン
薬
局
つ
が
る
店

つ
が
る
市
富
萢
町
山
里
一
の
一

〃

ア
イ
ン
薬
局
野
辺
地
店

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
一
八
の
三

〃

野
辺
地
調
剤
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
九

〃

ア
イ
ン
薬
局
東
通
村
店

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
里
一
の
二

〇
六

〃

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

指
定
医
の

区

分

氏

名

名

称

所

在

地

担

当

す

る

診

療

科

名

指

定

年
月
日

難
病
指
定

医

中
村

渉

中
村
整
形
外

科
医
院

青
森
市
浪
打
二
丁

目
三
の
一
六

整
形
外
科

平
成

��

･

��･

��

難
病
指
定

医

岩
崎

宏
貴

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

整
形
外
科

��

･

��･

�

難
病
指
定

医

船
水

文
乃

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

産
科
婦
人
科

��

･

��･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

山
下
三
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(

市
道
小
国
山
下
三
号
線
の
区
域
を
除

く
。)

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示
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主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

区

分

指
定
医

の
区
分

氏

名

名

称

所

在

地

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

変
更
前

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

麻
酔
科

変
更
後

難
病
指

定
医

前
田

朝
平

メ
デ
ィ
カ
ル

コ
ー
ト
八
戸

西
病
院

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
中
坪
七
七

内
科

平
成

��

･

��･

�

変
更
前

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

変
更
後

難
病
指

定
医

工
藤

整

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

整
形
外
科

��

･

��･

�

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八九十十
一

平
川
市

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

小
国
山
下

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

七
二
の
三

六
六
の
四

一
六
七
の
四
六

一
六
七
の
四
六

一
六
七
の
四
六

一
六
七
の
四
四

一
六
七
の
四
一

一
六
七
の
四
〇

六
八

六
八

七
一
の
一


